
JP 6010604 B2 2016.10.19

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乳首部（１）、支持体（２）、及び固定部分（３）を有する乳首ユニットであって、前
記乳首部（１）は、本体（１１）を備えるとともに前記支持体（２）上に配置され、前記
乳首部（１）は、少なくとも部分的に前記支持体（２）を取り囲み、前記本体（１１）及
び前記支持体（２）が一体となってマウスサポートを形成し、前記支持体（２）はドーム
形をしており、前記乳首ユニットは前記固定部分（３）を用いて飲用容器上に固定するこ
とができ、前記支持体（２）と前記固定部分（３）が、間接的に又は直接的に互いと固定
して接続され、これらは壊すことなく互いから取り外すことができず、前記支持体（２）
が凹所（２２）を有し、これら凹所は前記乳首部（１）により覆われる乳首ユニットにお
いて、前記乳首部（１）は前記支持体（２）の上にオーバーモールドされ、前記乳首部（
１）が前記凹所（２２）を覆って上にオーバーモールドされ、前記乳首部（１）が前記凹
所（２２）を覆うとともに、前記乳首部（１）が、前記支持体（２）から突出するマウス
ピースを形成することを特徴とする乳首ユニット。
【請求項２】
　前記固定部分（３）及び／又は前記支持体（２）が、寸法安定性である、請求項１に記
載の乳首ユニット。
【請求項３】
　前記支持体（２）の前記凹所（２２）がくぼみ又は通り穴である、請求項１又は２に記
載の乳首ユニット。
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【請求項４】
　前記凹所（２２）が前記支持体（２）の表面にわたって均一に分布して配置される、請
求項１～３のいずれかに記載の乳首ユニット。
【請求項５】
　前記凹所（２２）が４～７個存在する、請求項１～４のいずれかに記載の乳首ユニット
。
【請求項６】
　前記乳首部（１）が前記凹所（２２）の領域でより厚く作られる、請求項１～５のいず
れかに記載の乳首ユニット。
【請求項７】
　前記乳首部（１）が前記支持体（２）と前記固定部分（３）を、破壊せずには取り外せ
ないように互いに接続する、請求項１～６のいずれかに記載の乳首ユニット。
【請求項８】
　前記支持体（２）及び前記固定部分（３）が、一部品として一体的に形成される、請求
項１～７のいずれかに記載の乳首ユニット。
【請求項９】
　前記乳首部（１）が前記支持体（２）及び前記固定部分（３）より低いショアＡ硬度を
有する、請求項１～８のいずれかに記載の乳首ユニット。
【請求項１０】
　前記乳首部（１）に弁ダイヤフラム（１５）が一体的に形成され、前記支持体（２）内
に関連の弁座（４１，５５）が配置される、請求項１～９のいずれかに記載の乳首ユニッ
ト。
【請求項１１】
　前記弁座（４１，５５）が前記支持体（２）内に挿入要素（４，５）の形で配置される
、請求項１０に記載の乳首ユニット。
【請求項１２】
　前記支持体（２）に、少なくとも１つの貫通孔（５６）を備える寸法安定性の挿入要素
（５）が配置され、この貫通孔（５６）が前記飲用容器の内側と吸い込み開口部（１７）
との間をつなぐ、請求項１～１１のいずれかに記載の乳首ユニット。
【請求項１３】
　前記挿入要素（５）内に通気弁のダイヤフラム（５１）が配置され、このダイヤフラム
が前記支持体（２）のシール面（２６）と係合する、請求項１２に記載の乳首ユニット。
【請求項１４】
　前記弁座（４１）が、前記支持体（２）に保持されるプレート（４）の形をした挿入要
素である、請求項１０に記載の乳首ユニット。
【請求項１５】
　前記固定部分（３）が、ねじ付リング（３０）である、請求項１～１４のいずれかに記
載の乳首ユニット。
【請求項１６】
　前記凹所（２２）がちょうど５個存在する、請求項５に記載の乳首ユニット。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特許請求項１のプリアンブルに記載の乳首ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の乳首ユニットは、可撓性の乳首部と、雌ねじを備えた剛性のリング部とを有する
。乳首部はリング部を通って延び、リング部の内側に当接するフランジを有する。こうし
て乳首部が取り付けられたリング部を、瓶のネック部上にねじで取り付けることができる
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。
【０００３】
　特許文献１では、赤ん坊が吸い込まない小休止時に滴が漏れるのを避けるために、この
ような乳首部に逆止め弁を付加的に差し込む。特許文献２は、乳首部とねじ付リングを備
えた乳首ユニットを提案し、この乳首ユニットは、付加的に、互いに回転でき、開口部を
有するプレートを有する。こうすることで、赤ん坊の吸乳小休止時に瓶に空気を入れるこ
とができる。
【０００４】
　さらに、特許文献３及び４は、一体型の乳首ユニットを開示し、それぞれ、軟らかい乳
首部が硬いねじ付リングに一体的に形成される。
【０００５】
　特許文献５では、一体型の乳首部を、さらなる固定手段なしに、瓶のネック部の上に被
せることができる。
【０００６】
　特許文献６は、逆止め弁と、哺乳瓶上に乳首部を固定するためのねじ付リングとを備え
る二部品構成の乳首部を開示する。
【０００７】
　特許文献７は、幼児用の乳首部を備えた飲用カップを開示する。ねじ付リングを用いて
、飲用カップの蓋に乳首部と弁要素が保持される。
【０００８】
　特許文献８は、自然な吸い込み動作を可能とするかなり複雑な乳首ユニットを開示する
。このユニットは、ねじ付リングと二部品からなる乳首本体を有する。このねじ付リング
は、その雌ねじを用いて、雌ねじと雄ねじとを有するアダプタ部分上にねじ留めされ、こ
のアダプタ部分は、その雌ねじを用いて哺乳瓶のネック部に固定される。
【０００９】
　特許文献９は、一部品又は二部品からなる乳首部と、この乳首部を受け入れるための寸
法安定性のある受入ヘッドとを備えた乳首ユニットを記載する。一部品に形成される受入
ヘッドには、ねじ付リングが設けられ、哺乳瓶又は飲用カップのネック部上にねじ留めす
ることができる。この乳首部は、半球状の受入ヘッド上にはめこまれるが、ねじ付リング
を用いて固定されてはいない。
【００１０】
　特許文献１０は、可撓性の乳首部と、実質的に硬質の受入ヘッドと、硬質の基部とを備
える乳首ユニットを開示する。受入ヘッドと基部とは、取り外し可能な差し込み接続を介
して互いに接続される。受入ヘッドと基部がともに差し込まれると、受入ヘッドの上に被
された乳首部が、受入ヘッドと基部との間に挟まれる。このユニットは、受入ヘッドの差
し込み要素に配置されるねじによって哺乳瓶に固定される。受入ヘッドは、乳首部の本体
のための支持部を形成し、好ましくは上方に延びる、柔軟な支持パッド又は弾力性のある
支持ウィングを有する。この乳首ユニットは、特に、早産児及び吸い込みに問題のある赤
ん坊による使用に効果的であることが証明された。
【００１１】
　特許文献１１及び１２は、側面に配置された通気弁と、乳通路に配置される、流量制限
逆止め弁とを備える乳首ユニットを開示する。この通気弁は、特に、赤ん坊の吸乳休止時
、哺乳瓶に通気するよう機能する。逆止め弁は、赤ん坊の吸乳休止時、及び、瓶を使用し
ていないときにも、乳が吸い込み開口部から外へ流れないようにする。さらに、比較的広
い吸い込み路、及び同様に広い吸い込み開口部を通る流量を制限する。
【００１２】
　特許文献１３は、乳首ユニットを瓶上に固定するためのねじ付リングと、柔軟な外層を
有する乳首部とを備える乳首ユニットを記載する。
【００１３】
　特許文献１４は、瓶の上に被せることができる柔軟な乳首部と、溝又はリブを備える内
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側に配置された支持体とを示す。
【００１４】
　従って、上に示したように、様々な哺乳瓶用乳首ユニットが公知であるが、これらは、
通常反復使用のために設計されており、その際、乳首部を容易に洗浄できるよう配慮され
ている。
【００１５】
　しかしながら、とりわけ病院、旅行中又は病気の子供に乳を与えるときには、乳首部の
洗浄の問題が起こらないように、使い捨てに適した乳首ユニットが望まれる。しかしなが
ら、このような乳首ユニットは、できるだけ自然な吸い込み動作を可能とし、特に早産児
及び吸い込みが困難な赤ん坊の必要性に応えなければならない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】ＵＳ　５　５５３　７２６
【特許文献２】ＵＳ　５　７９１　５０３
【特許文献３】ＤＥ　２　２１９　９０９
【特許文献４】ＷＯ　８６／０６２７３
【特許文献５】ＵＳ　１　６０５　４２７
【特許文献６】ＷＯ　０３／０１３４１９
【特許文献７】ＵＳ　２００４／００３５８１５
【特許文献８】ＷＯ　９９／２２６９３
【特許文献９】ＷＯ　２００７／１３７４４０
【特許文献１０】ＷＯ　２００９／１４９７５７６
【特許文献１１】ＷＯ　２００９／１４９５７５
【特許文献１２】ＷＯ　２０１１／０２０２０３
【特許文献１３】ＥＰ　１　７７９　８８３
【特許文献１４】ＵＳ　６８６　１０９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　従って、本発明の目的は、一度使用した後廃棄することに適し、出来る限り安価に製造
可能な、それでいて、出来る限り自然な吸い込み動作を可能とする乳首ユニットを提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　この目的は、特許請求項１の特徴を有する乳首ユニットによって達成される。
【００１９】
　好ましい実施形態において、本発明の乳首ユニットは、乳首部、支持体、及び固定部分
を有し、乳首部は支持体の上に配置され、乳首部は、少なくとも部分的に支持体を取り囲
み、この乳首ユニットは、固定部分を用いて飲用容器上に固定することができる。支持体
と固定部分は、間接的に又は直接的に互いと接続され、壊すことなく互いから取り外すこ
とはできない。支持体は凹所を有し、これらは乳首部により覆われる。乳首部は、支持体
の上に射出成形（aufspritzen）され、この際、乳首部が凹所を覆って上に射出成形され
、乳首部がこれら凹所を覆う。
【００２０】
　固定部分と支持体との間のこの接続は、動かないようにすることもできるし、これら２
つの部分を互いから少しの距離だけ動かすこともできる。この接続は固く、壊すことなく
解くことはできない、つまり、接続を解いたら復元は不可能である。
【００２１】
　この乳首ユニットは、構造が簡単で、部品の数も比較的少ない。多くの実施形態におい
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て、例えば、２成分射出成形法にて、一体的に製造することができる。これは製造コスト
を大幅に削減する。しかしながら、支持体により形成されるマウスサポートと、このマウ
スサポート内に形成されるより柔軟なゾーンにより、人間の母親の乳房を模倣し、それゆ
えに、出来るだけ自然な吸い込み動作を可能とする。この乳首ユニットは、特に、早産児
用の使い捨て（一度使用した後廃棄する）に適している。
【００２２】
　また、この乳首ユニットは、使用前にともに差し込む必要がなく、直ぐに使用できる状
態にあることも有利である。飲用容器上にねじ留めするだけでよい。
【００２３】
　支持体内の凹所は、好ましくは通り穴である。しかしながら、例えばくぼみであっても
よい。この支持体は非常に安価に製造することができる。
【００２４】
　好ましい実施形態では、支持体は、ドーム形である。しかしながら、例えば、半球形で
あってもよく、又は長円形の一部として形成されてもよい。このような形状により、吸乳
中の赤ん坊にとって最適なマウスサポートが保証される。
【００２５】
　本支持体及び／又は固定部分は、好ましくは寸法安定性があり、硬い又は堅い。
【００２６】
　さらなる利点として、本発明の乳首部は、比較的薄く製造することができ、特に、支持
体の領域において、自己支持的に形成される必要がない。乳首部は、好ましくは、支持体
を完全に取り巻く。乳首部の典型的な厚みは、０．３～５ｍｍの範囲であり、特には０．
５ｍｍである。支持体の典型的な厚みは、０．３～５ｍｍであり、特には０．９ｍｍであ
る。この薄い設計、特に、より高価な材料で製造される乳首部をこのように薄く形成でき
ることにより、製造コストが削減される。
【００２７】
　好ましい実施形態では、乳首部は、ドーム形の基部を有し、これはマウスピースで終わ
る。このマウスピースは吸い込み路を形成し、好ましくは、自己支持型である。これは、
このマウスピースが支持体に支えられているのではない、又は支持体の上に射出成形され
ていないことを意味する。好ましくは、このマウスピースは、支持体の上側に突出する。
【００２８】
　好ましくは、乳首部は、前記凹所の領域に、これらの凹所内に突き出る肥厚部を有する
。これは、特に、比較的薄い乳首部の壁が凹所のへりでこすれたり、引き裂かれたりする
のを防ぐ。さらに、このゾーンはより柔軟に製造される。マウスサポート上に、とりわけ
乳首部のさらなる領域を肥厚化することにより、さらなるゾーンを形成することもできる
。
【００２９】
　凹所は、好ましくは、支持体の表面にわたって均一に分布して配置される。凹所は、乳
首ユニットの縦方向中心軸に関して、異なる高さで配置することができる。しかしながら
、凹所は、好ましくはすべて同じ高さに配置される。
【００３０】
　このような凹所は、好ましくは４～７個存在し、特にちょうど５個存在する。これらは
、好ましくは長円形であり、これらの長手方向軸は、好ましくは、支持体の外形線に沿っ
て上から下へと延びる。凹所は、好ましくは、概ね、マウスサポートが乳首部のマウスピ
ースに移る領域まで延びる。この凹所の設計により、人間の母親の乳房に合わせることが
できる。
【００３１】
　乳首部は、好ましくは、他の２つの部分に固定して接続され、特に、壊さないと取り外
せないように接続される。乳首部は、特に、支持体及び／又は固定部分の上に射出成形さ
れるか、又は、これらと一緒に、２成分射出成形法で製造される。乳首部、支持体及び固
定部分は、好ましくは共に２成分射出成形法で製造され、乳首部は、好ましくは、支持体
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及び固定部分より低いショアＡ硬度を有する。
【００３２】
　支持体及び固定部分は、好ましくはポリプロピレン（ＰＰ）、ポリアミド又は他の熱可
塑性プラスチックからなる。これらは両方とも、好ましくは寸法安定性があり、硬い又は
堅い。可撓性で柔軟な乳首部は、好ましくはシリコーン、シリコーン系プラスチック、ゴ
ム、熱可塑性エラストマー（ＴＰＥ）又は他の軟質の熱可塑性プラスチックからなる。
【００３３】
　好ましい実施形態では、乳首部は支持体及び固定部分を互いに間接的に接続する。乳首
部は、支持体を部分的に又は好ましくは完全に取り囲む。乳首部は、好ましくは固定部分
の上縁に固定され、特に同様に射出形成される（anspritzen）ことによって固定される。
【００３４】
　別の実施形態では、支持体と固定部分は、ともに一体的に形成され、それゆえ、互いと
直接的に接続される。この場合もまた、乳首部は少なくとも部分的に支持体を覆って上に
射出成形される。好ましくは、支持体と固定部分の間の接続領域には貫通孔があるため、
乳首部は、固定部分の内側に配置されるフランジに合流する。
【００３５】
　乳首部のマウスピースは、好ましくは細長く、中空円筒又は緩やかに傾斜する側面を備
える円錐台の形を有するのが好ましい。マウスピース内部の吸い込み路は、好ましくは、
ほぼ一定の直径で設計され、その結果吸い込み開口部も比較的大きな直径を有し、実質的
な流量制限器としては働かない。この形状はまた、特に、流量制限器をマウスサポートか
らマウスピースへの移行部の領域に配置した場合、吸い込み動作を最適化する。
【００３６】
　好ましい実施形態では、赤ん坊が吸い込まない小休止時に乳首ユニットからの液だれを
防ぎ、乳首部を使用しない時の滴下を防ぐために、逆止め弁がある。逆止め弁は、好まし
くは、同時に、マウスピースからの貫流に対する流量制限器として働く。
【００３７】
　逆止め弁は、好ましくは、部分的に乳首部により形成される。このために、弁ダイヤフ
ラムは、好ましくは乳首部に一体的に形成される。関連の弁座は支持体内に配置される。
支持体それ自体に、弁座が設けられてもよい。しかしながら、このためには、好ましくは
、例えば、支持体内に固定可能な、例えば支持体内にカチリとはめこむことのできる挿入
要素が設けられる。弁座及びダイヤフラムの逆の配置も可能である。
【００３８】
　好ましい実施形態では、支持体には、少なくとも１つの貫通孔を備えた寸法安定性の挿
入要素が配置され、この貫通孔は、飲用容器の内部と吸い込み開口部の間をつなぐ。
【００３９】
　他の好ましい実施形態では、弁座はプレートの形をした挿入要素であり、支持体内に保
持される。プレートは閉じた形状を有することもできるし、又は貫通孔を設けることもで
きる。
【００４０】
　逆止め弁部分、とりわけダイヤフラムを備えた乳首部が一部品として形成されることに
より、ユニットの構造が簡素化され、乳首ユニットの個々の部品を減らす。これは製造コ
ストの最小化につながる。
【００４１】
　飲用容器上に固定され、本体とマウスピースとを有する乳首部であって、このマウスピ
ースが内側吸い込み路を有し、内側吸い込み路はマウスピースの自由端部にて吸い込み開
口部で終わり、この吸い込み開口部を通して、飲用容器から液体を吸い込むことができ、
吸い込み路の、吸い込み開口部とは反対側の端部に、貫通孔を備えるダイヤフラムが一体
的に形成される乳首部は、他の乳首ユニットで使用することもできる。特に、固定的に相
互接続した支持体と固定部分とをもたず、特に上述のより柔軟なゾーンをもたない乳首ユ
ニットとともに用いることができる。この配置により、個々の部品の数が比較的少ないも
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のの、流量制限器と逆止め弁の利点を提供する、比較的安価な乳首ユニットの製造が可能
となる。
【００４２】
　好ましくは、固定部分は、実質的にねじ付リングである。好ましくは、飲用容器の雄ね
じ上にねじ留めできる雌ねじを有する。固定部分の、容器とは反対方向を向く上部領域は
、特に、支持体から取り外し不可能に直接接続されるように形成される。乳首部を介して
接続する場合、乳首部のための適切な固定面又は射出面が存在する。直接的に接続する場
合、支持体への適当な移行領域又は支持体との適当な接続面が存在する。
【００４３】
　他の好ましい実施形態は、従属請求項に明記する。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】図１は、弁を閉じた状態での、本発明による乳首ユニットの第１の実施形態の縦
断面図である。
【図２】図２は、弁を開いた状態での、図１の乳首ユニットを示す。
【図３】図３は、第１の実施形態による、透明な乳首部及び支持体の側面図である。
【図４】図４は、第１の例示の実施形態による、支持体と固定部分の側面図である。
【図５】図５は、第１の例示の実施形態による、挿入要素の側面図である。
【図６】図６は、図１の乳首ユニットの斜視図である。
【図７】図７は、乳首部なしの、図１の乳首ユニットの斜視図である。
【図８】図８は、弁を閉じた状態での、本発明による乳首ユニットの第２の実施形態の縦
断面図である。
【図９】図９は、弁を開けた状態での、図８の乳首ユニットを示す。
【図１０】図１０は、透明な乳首部を備えた、図８の乳首ユニットの斜視図である。
【図１１ａ】図１１ａは、図８の乳首ユニットの斜視図である。
【図１１ｂ】図１１ｂは、図８の挿入要素の斜視図である。
【図１２】図１２は、挿入要素と透明な乳首部を備えた、本発明による乳首ユニットの第
３の実施形態の斜視図と展開図である。
【図１３】図１３は、弁を閉じた状態での、図１２の乳首ユニットの長手方向断面図であ
る。
【図１４】図１４は、弁を開けた状態での、図１３の乳首ユニットを示す。
【図１５】図１５は、図１４の乳首ユニットの、通気弁の領域の部分拡大図である。
【図１６】図１６は、図１５の乳首ユニットの部分拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　本発明の好ましい実施形態を、図を参照し以下に説明するが、これらは、説明のためだ
けのものであって、本発明を限定するものと解釈されるべきではない。
　同一の部分には同じ参照番号を付す。
【００４６】
　図１～７は、本発明の乳首ユニットの第１の例示の実施形態を示す。乳首部１、支持体
２及び固定部分３を有する。
【００４７】
　支持体２と固定部分３は硬い又は堅い、及び／又は寸法安定性がある。これらは、好ま
しくは、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリアミド又は他の熱可塑性プラスチックからなる。
乳首部１は可撓性で柔軟で、好ましくは、シリコーン、シリコーン系プラスチック、ゴム
、熱可塑性エラストマー（ＴＰＥ）又は他の熱可塑性プラスチックからなる。
【００４８】
　支持体２と固定部分３は、２つの個別の部品であるが、乳首部１によって互いにしっか
りと接続されている。これらは、破壊せずに互いから引き離すことができない。この一体
型乳首ユニットは、好ましくは、２成分射出成形法で製造され、この際、支持体２と固定
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部分３をまず製造し、その後、支持体２にオーバーモールディングして、乳首部１を形成
し、固定部分３に接続する。
【００４９】
　図１及び２からわかるように、固定部分３は、好ましくは、雌ねじ３１を備える回転対
称のねじ付リングの形をした本体３０を有する。この雌ねじ３１を用いて、乳首ユニット
を、瓶又は飲用カップ、とりわけ哺乳瓶のねじ付ネック部上にねじ留めすることができる
。固定部分３は、乳首部の方を向く上側部分に、内側にずれて上方に延びる受入リング３
２を有する。受入リングの下面は、一方で、瓶又は飲用カップのねじ付ネック部のための
当接部として機能する。他方、受入リングの側方内壁は、乳首部１の射出形成（Anspritz
en）のための接触面を形成する。
【００５０】
　支持体２は、実質的にドーム形の中空本体２０を有する。この本体２０は、その周囲に
均一に分布して配置される凹所２２を有する。この実施例では、これらは通り穴２２であ
る。これらは図７にはっきりと見てとることができる。凹所２２は、好ましくは長円形で
あり、その長手方向軸は支持体２の外形線に沿って上から下へと延びる。この実施例では
、凹所２２はすべて同じ高さに配置されており、すべて同じ大きさである。好ましくは４
～７個の、とりわけ５個の凹所２２がある。しかしながら、凹所２２はまた、異なる高さ
に配置してもよいし、及び／又は異なる大きさ及び／又は異なる形であってもよい。
【００５１】
　ドーム形の本体２０の上部領域には、中央開口部があり、これを通って、飲用容器（図
示せず）からの乳が乳首部１の吸い込み路１４へと吸い込まれる。この中央開口部は比較
的大きな直径を有する。好ましくは、吸い込み路１４の内径にほぼ相当する大きさである
。中央開口部は、好ましくは、固定手段により囲まれる。固定手段は、逆止め弁又はその
一部を固定する。この実施例では、係止フック２３があり、このフックに弁プレート４が
係止される（図１及び６参照）。
【００５２】
　この例示の実施形態では、図１，５及び７から明らかなように、弁プレート４は丸く、
閉じた形状である。弁プレートは、中央隆起部４１を備えた平らなリングを有し、この隆
起部の外側の上面は、下記の弁ダイヤフラム１５のためのシール面を形成する。このプレ
ートは、好ましくは、硬い又は堅い、及び／又は寸法安定性があり、ポリプロピレン（Ｐ
Ｐ）、ポリアミド又は他の熱可塑性プラスチックからなる。
【００５３】
　弁プレート４が閉じた形状である場合、弁プレートは支持体２の上壁から距離をおいた
場所で係止され、貫流路が、支持体２の内部ひいては飲用容器から、中央開口部ひいては
吸い込み路１４へと乳を流すために存在する。弁プレート４に穴が設けられている場合、
これらの穴が代替的又は付加的な貫流路として働く。これらの穴はプレート上に分配され
ていてもよいし、周辺に配置されてもよい。穴は1つだけでもよい。
【００５４】
　支持体２の下側領域は、固定部分３の受入リング３２の内径より小さい外径を有する。
支持体２は受入リング３２内に突き出す。隙間は乳首部１により埋められ、乳首部は、特
に射出形成により、受入リング３２と支持体２の下部外側周囲の両方と固定的に接続され
る。このため、図１，２及び３から明らかなように、乳首部は接続リング１３を有する。
この接続リング１３には、図３から明らかなように、貫通孔２４が設けられる。貫通孔は
通気開口部として働き、吸い込み休止時、外部からの空気を、ねじ付リング３０の雌ねじ
３１とドーム形支持体２の中央上方開口部とを介して飲用カップ内に入れることができる
ようにする。
【００５５】
　接続リング１３は、ドーム型の本体１１へと移り、マウスピース１０で終わる。マウス
ピース１０は中空円筒形であるか、又はわずかに円錐切頭形であり、吸い込み路１４を形
成する。マウスピースの自由端部は、吸い込み開口部１７を形成し、この開口部は吸い込
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み路１４につながる。吸い込み路１４は、好ましくは、全長にわたって実質的には狭窄し
ておらず、比較的広い。通常、吸い込み路１４の内径の値は、３～１２ｍｍであり、特に
は９．２ｍｍである。その長さに関しては、１０～３０ｍｍ、特には１８ｍｍである。こ
れは、赤ん坊がその口にマウスピース１０を完全に入れることができるような長さである
ことが好ましい。
【００５６】
　吸い込み開口部１７は、吸い込み路１４の横断面と同じく、好ましくは、少なくともほ
ぼ丸く又は多角形である。その直径は、好ましくは２～１１ｍｍ、特には６．８ｍｍであ
る。好ましくは、吸い込み路１４の直径よりわずかに小さい。
【００５７】
　乳首部１の本体１１は支持体２に沿って延びる。本体１１と支持体２はともに、吸乳中
の赤ん坊のためのマウスサポートを形成し、赤ん坊の唇又は口がこのマウスサポート上に
のる。
【００５８】
　本体１１は、好ましくは、支持体２に固定的に接続されており、好ましくは上に射出形
成される。しかしながら、この本体はまた、支持体上に固定せずにのっていてもよいし、
又は数か所だけ支持体２に固定して接続されてもよい。
【００５９】
　本体１１は、好ましくは支持体２を完全に覆う。しかしながら、少なくとも凹所２２を
覆う。本体１１は実質的に一定の厚みを有することができる。しかしながら、本実施例で
は、本体は、支持体２の閉じた側面でより凹所２２の領域でより厚く、これらのより厚い
ゾーン１８が凹所２２内に突き出る。このことは、図１及び２にはっきりと見ることがで
きる。閉じた側面の領域における本体１１の厚みは通常、０．５～３ｍｍであり、とりわ
け０．９ｍｍである。凹所２２の領域の厚みは０．７～５ｍｍ、特に１．４ｍｍである。
【００６０】
　本体１１からマウスピース１０への移行領域、すなわち、吸い込み路１４の最下部領域
には、乳首部１の内壁に一体的に、弁ダイヤフラム１５が形成される。これは、円周状の
先の尖った密閉へりを備えた中央のダイヤフラム開口部１６を有する。この密閉へりは弁
プレート４の上述のシール面４１上にのる。弁プレート４は、好ましくは、ダイヤフラム
１５をわずかに上向きに押し、ダイヤフラムに予張力がかかる。弁ダイヤフラム１５と弁
プレート４が逆止め弁５を形成する。ダイヤフラム開口部１６は乳又は液体のための流量
制限器を形成する。
【００６１】
　図１では、逆止め弁は閉じられている。これは、乳首ユニットがまだ使用されてない状
態に対応する。弁はまた、赤ん坊が吸い込んでいない休止時には閉じ、その結果、乳の流
れを直ぐに中断でき、赤ん坊は息を詰まらせることがない。図２は吸い込み時の状況を示
す。逆止め弁が開くと乳が吸い込み路に流れ込むことが可能となる。柔軟で可撓性のマウ
スピースは、通常、使用時赤ん坊の口中で変形される。これは図には示していない。
【００６２】
　図８～１１は、本発明の乳首ユニットの第２の例示の実施形態を示す。この乳首ユニッ
トは、基本的には第１の例示実施形態と同じ構造をしており、両実施例に同一の部分につ
いての説明はここでは繰り返さない。しかしながら、第１の実施例とは異なり、支持体２
と固定部分３がここでは互いと直接的に接続される。これらはともに一部品として製造さ
れ、同じ材料からなる単一の部品から構成される。この目的に適切な材料は、やはり、ポ
リプロピレン（ＰＰ）、ポリアミド又は他の熱可塑性プラスチックである。支持体２と固
定部分３はこの場合も、硬い又は堅い、及び／又は寸法安定性がある。
【００６３】
　支持体２と固定部分３との間の固定した移行領域は、円周状の閉じられた移行フランジ
２１により形成され、好ましくはこれら２つの部分の縦軸に対し垂直に延びる。この移行
フランジ２１は、２，３の個別の貫通孔３３を除いて、好ましくは完全に閉じた面を形成
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する。
【００６４】
　この場合もまた、支持体２は、乳首部１の本体１１によって囲まれている。この場合も
また、乳首部１は好ましくは射出形成又は上に射出形成される（an-　oder　aufgespritz
t）。その場合、乳首部は、貫通孔３３を通り抜け、ねじ付リング３０の内側に閉じたリ
ングを形成する。このリングは、密閉効果を有する。
【００６５】
　弁プレート４は、ここでもやはり閉じている。しかしながら、この実施例ではまた、弁
プレートが通り穴を有することもできる。
【００６６】
　図１２～１６は、第３の例示の実施形態を示す。これは、基本的には第２の例示の実施
形態と同じ構造である。ここでもまた、支持体２と固定部分３は単一の部分を形成する。
これらは、互いに固定されて直接的に接続され、一部品として形成される。
【００６７】
　しかしながら、上述の弁プレート４とは異なり、この場合は挿入要素５が存在する。挿
入要素５を図１２に示す。この挿入要素は、ドーム形の本体５０を有し、これが支持体２
の内面から距離をおいて配置される（図１３及び１４参照）。
【００６８】
　第1の挿入要素５の上端には、回転できないようにするための放射状に突出する突起５
３と、係止リブ５４とがあり、この係止リブは支持体２の上部領域にある対応する係止手
段に係合し、支持体２に第１の挿入要素５を固定する。本体５０の下端には、完全に環状
のフランジ５７があり、これには、突出する円周状のリブ５８が設けられる。これらリブ
５８は、本体２０に対し回転できないように、途切れ部５８０を備えている。
【００６９】
　本体５０の上端部上には、平らなシール面５５があり、流量制限器及び逆止め弁の弁ダ
イヤフラム１５のための支持面を提供する。このシール面５５は、乳用の貫流開口部５６
により囲まれる。
【００７０】
　本体５０の側面には、側面開口部５２があり、これは好ましくは同じく長円形であり、
その長手方向軸は好ましくは上から下に延びている。
【００７１】
　この挿入要素５は、好ましくは硬く又は堅く、好ましくは、ポリプロピレン（ＰＰ）、
ポリアミド又は他の熱可塑性プラスチックからなる。
【００７２】
　図１３及び１４に示すように、側面開口部５２は、通気ダイヤフラム５１により閉じら
れる。このダイヤフラム５１は図１２には示していない。ダイヤフラム５１は本体５０に
固定され、好ましくはそこに射出形成される。好ましくは、シリコーン、シリコーン系プ
ラスチック、ゴム、柔らかい熱可塑性エラストマー（ＴＰＥ）又は他の熱可塑性プラスチ
ックからなる。挿入要素５及びダイヤフラム５１は、ここでもまた、例えば、２成分射出
成形法で製造することができる。
【００７３】
　柔軟なダイヤフラム５１は、好ましくは、軟質材料がフランジ５７の下側で円周状リン
グ５９として延びるように射出形成される。リング５９は密閉作用を有する。
【００７４】
　ダイヤフラム５１は中央通気開口部５１０を有し、この開口部は先の尖った密閉へりに
より囲まれる。この密閉へりを用いて、ダイヤフラム５１は支持体２のシール面２６に当
たる。これは図１５にはっきりと見ることができる。ねじ付リング３０の雌ねじ３１と、
フランジ５７と本体２０の間の空気路Ｌとを介して、通気ダイヤフラム５１まで通気され
る。これは図１５及び１６にはっきりと見ることができる。少なくとも１つの放射状内側
に突出する突起２５が、本体２０に一体的に形成され、この場合、このような突起２５が
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複数あり、これらが途切れ部５８０に係合する。この構造は、回転しないように固定する
こと及び同時に通気に役立つ。
【００７５】
　この挿入部はまた、弁プレート４の代わりに、図１～７による第１の実施形態でも使用
することができる。好ましくは、その場合、第１の実施例において、第３の実施例による
支持体２の形状、特に支持体２の肥厚部２５とシール面２６の領域の形状が適用される。
【００７６】
　この実施形態では、逆止め弁及び通気弁のダイヤフラムは、好ましくは、乳首ユニット
が瓶上にねじ留めされるときに初めて予張力をうける。
【００７７】
　本発明による乳首ユニットは、できるだけ自然な吸い込み動作を可能にする。しかしな
がら、本乳首ユニットは、構造が簡単で、それゆえ、安価に製造できるため、一度使用し
た後に廃棄できることを意味する。
【符号の説明】
【００７８】
１　　　　乳首部
１０　　　マウスピース
１１　　　本体
１３　　　接続リング
１４　　　吸い込み路
１５　　　弁ダイヤフラム
１６　　　ダイヤフラム開口部
１７　　　吸い込み開口部
１８　　　肥厚ゾーン
１９　　　リング
 
２　　　　支持体
２０　　　本体
２１　　　移行フランジ
２２　　　凹所
２３　　　係止フック
２４　　　通気開口部
２５　　　肥厚領域
２６　　　シール面
 
３　　　　固定部分
３０　　　本体
３１　　　雌ねじ
３２　　　受入リング
３３　　　貫通孔
 
４　　　　弁プレート
４０　　　平面リング
４１　　　隆起部
 
５　　　　第１の挿入要素
５０　　　本体
５１　　　通気ダイヤフラム
５１０　　通気開口部
５２　　　側面開口部
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５３　　　回転防止のための突起
５４　　　係止リブ
５５　　　シール面
５６　　　乳用貫流開口部
５７　　　フランジ
５８　　　リブ
５８０　　途切れ部
５９　　　リング
 
６　　　　第２の挿入要素
６０　　　本体
６１　　　固定フランジ
６２　　　弁ダイヤフラム
６３　　　ダイヤフラム開口部
 
Ｌ　　　　空気路

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１ａ】

【図１１ｂ】
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